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開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（倉本 豊君） ただいまから、令和元年第７回湯前町議会臨時会を開会します。

これから、本日の会議を開きます。 

 本臨時会の説明員は、各執行機関代表及び委任された説明員として課長職及び各課職

員が通知されています。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（倉本 豊君） 日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定によって、高橋議員、黒木

喜巳男議員を指名します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２ 会期の決定 

○議長（倉本 豊君） 日程第２、「会期の決定」を議題とします。 

 お諮りします。本臨時会の会期は、本日１日にしたいと思います。 

ご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日１日に決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３ 議案第３２号 令和元年度湯前町一般会計補正予算（第２号）  

○議長（倉本 豊君） 日程第３、議案第３２号、「令和元年度湯前町一般会計補正予

算（第２号）について」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

○町長（長谷和人君） おはようございます。お世話になります。 

議案第３２号、令和元年度湯前町一般会計補正予算（第２号）の提案理由の説明を申

し上げます。一般会計補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ９，４９９万９，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を２９億７，７０９万円と

するものでございます。 

主な補正の内容は、湯楽里施設の空調機の改修に要する工事費等を補正するものでご

ざいます。  

詳細につきましては、課長に説明をさせます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○総務課長（高橋 誠君） 一般会計補正予算（第２号）の主な補正内容について、ご

説明いたします。 
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 それでは、議案書の事項別明細書の歳出、１０ページをご覧いただきたいと思います。  

款６商工費、項１商工費、目３観光費、工事請負費、湯楽里・グリーンパレス施設改

修工事９，４９９万９，０００円は、湯楽里施設の経年的な老朽化による故障等に対応

させていただきたく、今回、空調設備部分の改修工事費の補正をお願いするものです。

お手元に議案説明資料をお配りしていると思いますが、施設工事の平面図を１階部分、

２階部分、温泉棟、宿泊棟、をそれぞれ載せておりますのでご覧ください。 

工事の概要としては、既存の空調機から、新しい空調機、室外機も含め３９台を購入、

設置で新設いたします。その他、別紙で１枚、配っているものがございますが、そこに、

その３９台の一覧表を載せております。そのほか、集中制御装置等の工事を、事務所の

ほうに設置いたしますけれども、それも含めて行いたいと思っております。 

今回、購入する空調機については、ビル用マルチエアコン、パッケージエアコン、ル

ームエアコンありますけれども、ビル用マルチエアコン、パッケージエアコン、これに

ついては、耐用年数については１３年を言われております。ルームエアコンの３台につ

いては、家庭用という取り扱いで、６年の耐用年数ということで考えております。 

また、今回の改修工事に伴いまして、電気の契約については、これまでと同様、動力

の契約でそのまま引き続き行うということでございまして、ただ、機械の性能も上がっ

ているということで、２０パーセントほどの電気料の削減効果があるのではないかとい

うことで聞いているところでございます。今後、施設利用者、来館者、宿泊者の方が快

適に滞在でき、より以上に誘客を図ることができるものと考えております。 

次に、歳入の説明です。９ページをご覧ください。 

款１５県支出金、項２県補助金、目５商工費県補助金、節２観光費補助金、熊本地震

復興観光拠点整備等推進事業補助金２，８９９万９，０００円は、今回の湯楽里施設改

修工事の経費に対する補助金でございまして、事業費に対して補助率２分の１ですが、

補助上限が設けられておりまして、当初予算時の存目１，０００円と合わせまして、２，

９００万円の補助金となっております。 

また、款２１町債に、項１町債、目７観光債に、拠点施設整備債６，６００万円を計

上しました。過疎債を充てるところでございます。 

次に、６ページをご覧ください。 

第２表、地方債補正の変更です。今回の補正予算で、先ほど説明しました拠点施設整

備債について、限度額の変更の補正を行うものです。これにより、町債の合計が、下の

ほうでございますけれども、１億９，４９０万６，０００円となるものでございます。 

以上、説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（倉本 豊君） これから質疑を行います。 

○２番（椎葉弘樹君） １１ページの歳出の部分についてお尋ねします。 
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まず、基本協定書が湯楽里と交わされていると思います。その基本協定書の経年劣化

の部分の説明に、備品扱いなのか管理施設の扱いなのかというところがございます。今

回のエアコン設置に関しては、この備品と管理施設のどちらの扱いになるのでしょうか。 

○企画観光課長（本山りか君） はい、一応、管理施設の類いになるかと思います。 

○２番（椎葉弘樹君） 管理施設とする場合は、基本協定書の１３条の１項で、大規模

修繕は、甲乙協議し負担割合を決定ということであります。 

今回はどのような協議がなされていますでしょうか。 

○企画観光課長（本山りか君） はい、本件につきましては、あらゆる機会を捉えまし

て、取締役会をはじめ協議をさせていただいております。 

その中で、今回、やはり大規模改修ということもございます。２０年に１度の大きな

改修ということもございまして、今申し上げましたとおり管理施設の部分に関するもの

ということで、今後、どなたが指定管理を受けていただいたとしましても、継続してそ

れは町として行っていくという方針のもとで、そのような意味合いから、今回はリスク

分担表もありながら、その中での協議の中で、町のほうがその負担を行うということの

協議をしております。 

○２番（椎葉弘樹君） 今年２月の全協において、前町長の答弁の中で、その過疎債の

枠次第でこの負担割合を協議したいということでした。そのあとの取締役会では１００

パーセント町のほうが負担をするということでした。 

今回のエアコンの設置に関しては、総務課長から説明がありましたとおり、２０パー

セントの電気削減効果というのも期待でき、新たな価値が期待できております。だから

そういった設備投資に関しては、ある程度湯楽里の負担というのも求めていく考えもあ

るのではないでしょうか。町長に伺います。 

○町長（長谷和人君） 今、担当課長のほうから答弁したところでございますが、この

湯楽里につきましては、すでに２１年が経過したところでございまして、非常に各施設

とも経年劣化が現れてきておるということでございまして、今回、全体的に３億円程度

かかる概算事業費になるのかなというふうに思っているところでございますが、その中

におきまして長寿命化を図る狙いという部分もございますし、それから、ご利用してい

ただけますお客様に対します安全・安心に利用できるという部分も含まれておるという

ことでございます。 

併せまして、非常に現状、厳しい経営状況の中に湯楽里もあるということでございま

す。私といたしましては、今回、過疎債によります財源を充当させていただいておると

ころでございますが、この後に出てまいります設備関係、加えまして、本体部分の修理

関係につきましても、過疎債でお願いしたいというふうに私としては思っているところ

でございますし、これまでの経緯等につきましては、ちょっと私も知らない部分が正直
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あるところでございますが、取締役会等につきましても、十分そこらへんについてはこ

れまで協議がなされてきて、今回こういうふうなかたちでご提案させていただくという

ことで、ご理解をお願いしたいというふうに思っているところでございます。 

○２番（椎葉弘樹君） 地方自治法の第２条１４項では、皆さんご承知のとおり、最小

の経費で最大の効果を挙げるように自治体は努めるということになっております。 

指定管理の１００万円を超えた部分を、町がこれからもずっと１００パーセント支援

していくということについて、この自治法との相違が若干あるのかなというところも考

えております。 

自治体というのは、経費の削減にも努めていく必要がありますので、その１００万円

を超えた部分について町が支援し、例えば１００万円以下の部分は湯楽里に負担をして

いただくとか、そういう方向性があるのかと思っていますが、そこについては、課長の

ほうに伺いたいと思います。 

○企画観光課長（本山りか君） はい、今回の改修につきましては、総額３億円を超え

る改修となっておりますが、その中に計上されたものは、もうほとんど１００万円以上

ということで、協定上のリスク分担から申しますれば、町の負担という原則が規定に載

っておりまして、適用されるところですが、ただ、１００万円以下の修繕、これも実は

表面に出てきてないところがございまして、取締役会等での報告におきましても、そう

いった１００万円以下の軽微な修繕も重ね合わせますと、年間総額でやはり相当な金額

になっているということの実態も、ここでご報告を差し上げておきたいと思います。 

○２番（椎葉弘樹君） 今の課長の答弁を受けまして、町長に改めて伺います。 

例えば、今までは、１００万円を超えなければ湯楽里が負担していたという部分があ

ったときに、１００万円を超えたら完全に全額を町が負担するのか、それとも１００万

円までは湯楽里が負担をして、それを超える部分について町が補助するとか、そういっ

たところの協議というのは、今後必要ではないでしょうか。 

○町長（長谷和人君） 私としては、基本的にはこれまでございますリスク分担表に従

いまして、そこらへんは議会のほうとも協議をさせていただく、これまでの経緯もリス

ク分担表がございましたので、なってきたものというふうに思っておりますし、ただ、

一部過去に湯楽里で１００万円以上整備し直した部分もあろうかと思っておりますけれ

ども、今回は先ほどから申しますように、リスク分担表に従って私としては進めさせて

いただければ、整備させていただければと思っているところでございます。 

○２番（椎葉弘樹君） 現在のリスク分担表というのは、前町長時代に作られた協定書

をもとになっております。 

今後やはり、自治体の負担を少しでも軽減していくためにも、そして湯楽里の経営を

しっかりと動かしていくためにも、ある程度の負担というのは、やはり求めていく必要
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はあるのではないでしょうか。 

そこは多分、町長はなられたばかりで、検討はまだされていないと思いますので、今

後の課題として、今、提言しているところです。 

それについて、今後検討していくお考えはあるのかお伺いします。 

○議長（倉本 豊君） 暫時休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時１５分 

再開 午前１０時１７分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（倉本 豊君） 休憩を終わり、会議を続けます。 

○町長（長谷和人君） 先ほどの椎葉議員のご質問の中で、私のほうも今、リスク分担

表に従ってということで答弁させていただいたところでございますけども、そこの内容

等につきまして十分精査させながら、ケースバイケースで負担割合については、その仕

組みを若干変更するというのも可能かもしれませんので、今後そこは、ちょっと協議さ

せていただければというふうに思っているところでございます。湯楽里側とですね。 

そういうことでお願いしたいと思います。 

○２番（椎葉弘樹君） 現在、湯楽里の資本金が表向き９，０００万円ということでご

ざいます。 

会社として、資本金をどのように活用していくのか、そこも含めて、今後検討をして

いただきたいと思いますが、資本金の考え方として、こういう設備の負担というのは、

ある程度湯楽里のほうにも求めていく考えについて、その資本金の考えも含めたところ

での答弁をお願いしたいと思います。 

○町長（長谷和人君） 私は、資本金の考え方ということでいきますと、当然９，００

０万円あまりでございますか、今残っているのが６，０００万円ぐらいだったと思うん

ですけども、その中で、本町の湯楽里の本体部分につきましては町の財産でございまし

て、基本的には財産の部分の持ち分につきましては、当然リスク分担表がございますけ

ども、町のほうで修繕なり何なり、大規模改修等については、当然町が行うべきものと

いうふうに、私としては思っているところでございますので、先ほどおっしゃいました

資本金につきましてはですね、当然、前から椎葉議員がおっしゃっている資本的な部分

とか、そういうふうな部分もございますので、そこらへんは資本も使ってもいいのかな

というふうにも思っておりますので、先ほどと同じになるかもしれませんが、ケースバ

イケースによっては、そこらへんについても活用も可能になってくるのかなというふう

には、私としては思っているところでございます。 

○議長（倉本 豊君） ほかにありませんか。 
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○６番（金子光喜君） 確認させて下さい。設置されるエアコンの数が４０台くらいと

いうことで、イコール廃棄されるエアコンも４０台近くになると思います。 

今、電気製品とかは購入した場合、リサイクル法とか様々にありまして、廃棄につい

ては厳しく制限されているかと思います。特にエアコンの場合は、しっかりとした管理

の下に廃棄される必要があるということで認識しておりますが、廃棄する場合１台当た

りいくらと、金額の設定もあったかと思います。 

今回の改修に伴って、施工される業者のほうで、そのへんのリサイクル費用といいま

すか、廃棄に関する費用のほうも見てあるのかを確認させていただきたいと思って、質

問させていただきます。 

○企画観光課長（本山りか君） はい、その件に関しましては、本日可決をいただきま

して入札をさせていただき、落札業者が決まりました結果、その業者のほうからマニフ

ェスト等の提出を求めまして、それによる見積りの中で出てくるかと思われます。 

○６番（金子光喜君） 公共施設の対応ですので、しっかりとした対応でされるものと

理解しておりますが、業者のほうにもそのへんをしっかり確認していただきながら、進

めていただくことを希望します。 

○議長（倉本 豊君） ほかにありませんか。 

○５番（味岡 恭君） 施設の改修中の休館について、どのように考えておられるのか

お尋ねします。 

○企画観光課長（本山りか君） 工事中の休館等につきましては、概ね１月の中旬以降

２月いっぱいを、全館の休館とさせていただきたいと考えております。と申しますのが、

この空調も含めまして、今後出てまいりますほかの建築関係の工事、それも含み合わせ

て最短の期間を想定して、その期間に一気にやってしまうというような手法を取らせて

いただければと考えているからです。 

それとあと、当然１ヶ月半ではままならない部分もございますので、その部分につき

ましては、なるべく営業に支障のない範囲、と申しますのが、宿泊とか宴会ですとか、

そういったところは全部ではなく一部を休業させていただくというようなかたちで、進

めさせていただきたいと思っております。 

○５番（味岡 恭君） 今、課長が申しましたように、８月にもまた本体工事の改修が、

発注になるかというふうに聞いております。 

ただ、今回の空調施設が早めに入れば、早めに着工ができるのではないかなというふ

うにも思います。そのときに、今、言われたような休館のあり方でいいのか、前もって

事前に工事をされるならば、このへんでの休館も考えておられるのかを再度お尋ねしま

す。 

○企画観光課長（本山りか君） この空調工事に関しましては、やはり物品ですね、そ
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の発注をいたしましてから、相当の期間を要すると、学校教育等の中での需要が増えて

おりまして、それに伴いまして発注を行ったとしても、物品が納品できるのがかなりか

かるということもございます。 

順次その物品が届き次第ということで、先ほどのような休業又は全館休業というよう

なかたちを取らせていただきながら、進めさせていただければと思っております。 

○５番（味岡 恭君） この湯楽里に関しての顧客というのは、他町村からも数多くの

顧客がおられるかと思います。その中で、周知をどのようにされるのか再度お尋ねをい

たします。 

○企画観光課長（本山りか君） まずご利用に関しましては、町内の方々、それはもと

より町外の方々も半数程度、恐らくご利用いただいているかと思っております。 

町内向けには当然旬報等でのお知らせ、本日の議会も踏まえて、それぞれ周知を行っ

て参りたいと思っておりますが、ホームページ、そういったところでもですね、それか

ら今ご利用いただいております常連のお客様等には、館内のスタッフによりましての周

知、私どもも含め、関係者でも事あるごとに周知を図って参りたいと考えております。 

○５番（味岡 恭君） 工事のほうは入札で決まるのだろうと思いますが、決まり次第

早急に、そのへんの打ち合わせを済ませて、早め早めの休館のお知らせ等をお願いしま

して終わります。 

○議長（倉本 豊君） ほかにありませんか。 

［「ありません」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） ないようですので、これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから、議案第３２号、「令和元年度湯前町一般会計補正予算（第２号）について」

を採決します。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（倉本 豊君） 起立全員。したがって、議案第３２号は、原案のとおり可決さ

れました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第４ 議会運営員会の閉会中の継続調査申し出について 

○議長（倉本 豊君） 日程第４、「議会運営員会の閉会中の継続調査申し出について」

を議題とします。 

議会運営委員長から、会議規則第７４条の規定によってお手元に配りました次の議会
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の会期、会期日程等の議会運営の基本に関する事項、及び前項以外の議長の諮問にかか

る事項について、閉会中の継続調査の申し出があります。 

お諮りします。委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議あ

りませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） 異議なしと認めます。 

したがって、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しま

した。 

－－－－－－－○－－－－－－ 

○議長（倉本 豊君） 以上で全ての議案審議は終了しましたが、ここでお諮りします。

本臨時会の会議録調製に際し、発言趣旨に変更が及ばない範囲で、字句の整理を議長に

一任されたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） 異議なしと認めます。 

よって、発言趣旨に変更が及ばない範囲で、字句の整理を議長に一任することに決定

しました。 

 以上で、本日の日程は全て終了しました。会議を閉じます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（倉本 豊君） これで、令和元年第７回湯前町議会臨時会を閉会します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午前１０時２７分 
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